
鳥取市食育アドバイザー派遣要綱 
 
1  目  的 
   小・中学生、保育園児や消費者が農林水産業や地域食材を使った伝統料理に対

する理解を深め、地産地消を促進することを目的とする。 
   講演、料理講習等の活動では、地産地消の促進に関する内容とすること。 
2  派遣対象団体 
   小・中学校、保育園、地区公民館、地域団体、各種団体などの団体利用に派遣

するものとし、個人での利用は出来ないものとする。 
3  派遣要請 
   派遣を希望する団体は、市に主催者、希望日時、希望アドバイザー等を電話、

ＦＡＸ、電子メールで要請するものとする。 
（1） 参加者は、10 名以上を原則とする。また 2 人以上の講師派遣については

20 名以上の参加者とすること。 
ただし、特別な場合には事務局と相談する。 

（2） その他、特別な場合には、この限りではない。 
（3） 1 団体につき年３回までの活用とする。 
（4） 派遣要請の受付期間 

 第 1 期（ 4～ 6 月） 4 月～ 
 第 2 期（ 7～ 9 月） 6 月～ 
 第 3 期（ 10～ 12 月） 9 月～ 
 第 4 期（ 1～ 3 月） 12 月～ 

4  アドバイザーの選考 
生産者団体、消費者団体、関係団体、関係機関等の代表者で構成する選考委員

会を設置して、選考していただき、本人の了承を得て決定する。 
5  アドバイザーの研修制度 
   アドバイザーは、年 1 回の研修会に参加、または地産地消に関するイベントに

年 1 回は参加すること。 
6  アドバイザーの任期 
   アドバイザーの任期は、１年間（年度中途で選定された場合は、年度末まで）

とする。ただし、任期満了の１月前までに本人からアドバイザーを辞する旨の申

し出がない場合は、アドバイザーの任期は１年間更新されるものとし、以後もま

た同様とする。 
7  派遣の方法等 
   市は派遣要請を受けたときは、アドバイザーに依頼を行うとともに、当該アド

バイザーの同意を得た後、要請団体に派遣決定の連絡を行うものとする。 
   派遣決定の連絡を受けた要請団体は、アドバイザーと詳細について打ち合わせ

を行うものとする。 
8  報  告 
   アドバイザーは、講演、料理講習等の活動をした場合、市に活動内容等を報告

するものとする。 



9  派遣費用の負担 
   市は派遣したアドバイザー1 回の活動に対し、1 人 7,000 円の報酬を予算の範

囲内で支払うものとする。支払いについては、報告書を受けてからの支出とする。 
10 雑 則 
   その他必要な事項については別に定める。 
11 附 則 
   この要綱は、平成１５年８月６日から施行する。 
   この要綱は、平成１８年４月１７日から施行する。 
   この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 
   この要網は、平成２４年４月１日から施行する。 
   この要綱は、平成３０年４月１月から施行する。 
   この要綱は、令和 6 年４月１日から施行する。 
 


